
１．準中型免許で運転できる自動車
準中型免許では、車両総重量７．５トン未満（最大積載量４．５トン未満）の自動車
を運転できます（普通自動車も運転できます）。
※ 普通免許で運転できる自動車は、車両総重量３．５トン未満（最大積載量２トン
未満）となります。

２．準中型免許の受験資格・教習日数
準中型免許は、１８歳から普通免許なしでも取得可能です。
また、最短１７日の教習で取得可能です。
※ 普通免許は最短１５日
※ 各免許の教習時限数

普通免許

１８歳以上

普通自動車

準中型免許

１８歳以上

準中型自動車

中型免許

２０歳以上 普通免許等保有２年

中型自動車

大型免許

２１歳以上 普通免許等保有３年

大型自動車

車両総重量

最大積載量 ２トン

３.５トン

４.５トン

７.５トン １１トン

６.５トン

警察庁・総務省消防庁

免許の区分・受験資格について

⚠ 車両総重量３．５トン以上（最大積載量２トン以上）の消防ポンプ自動車等は、普通免許では
運転できません。準中型免許を取得する必要があります！

消防団員が準中型免許を取得する際に要する経費を助成する「公費助成制度」
を設けている市町村が増えてきています。準中型免許の取得の際にはぜひ
「公費助成制度」をご利用ください！

※ 助成制度の有無や条件等については、消防団を管轄する市町村にお問い合わせください。

消防団員は、準中型免許の取得費用等について市町村から助成を
受けることができる場合があります！

は、ご存じですか？

これから「普通免許を取得しよう」と考えている方へ

準中型免許 ： 技能４１時限・学科２７時限
普通免許 ： 技能３４時限・学科２６時限


